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１．はじめに

台湾の立法院(1)は 2011 年 11 月 29 日，「専利法」（こ

れは，日本の特許法，実用新案法，意匠法を含む法律

であり，便宜のため，以下「台湾特許法」という）の

改正法案を可決した。今回の法改正では，特許権の効

力，無効審判や特許権侵害の規定を含む条文が大幅に

改正され，施行日は行政院(2)の政令により定める。行

政院経済部智慧財産局（Taiwan Intellectual Property

Office，日本の特許庁に相当する行政機関であり，便

宜のため，以下「台湾特許庁」という）によると，今

回の法改正に伴う施行細則，審査基準及び実務取扱い

の整備に要する時間を鑑み，同改正法は公布から 1年

後に施行される予定である。本稿では，立法者による

解説を基に，改正の主な内容について説明する。

２．法改正の主な内容

（１） グレースピリオド（Grace period）の適用範

囲の拡大及びその適用事由の追加

表１，台湾特許法第 22 条の新旧対照条文（下線は改正した部分）

改正条文 現行条文

第 22 条

産業上利用することができ

る発明であって，次に掲げる

第 22 条

産業上利用することができ

る発明であって，次に掲げる
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台湾の立法院は2011年 11月 29日，専利法の改正法案を可決した。今回の法改正では条文が大幅に改正され，

台湾の特許，実用新案及び意匠実務に多大な影響を与えると思われる。本稿では，（１）グレースピリオド（Grace

period）の適用範囲の拡大及びその適用事由の追加，（２）優先権証明書類の提出期限の延長並びにそれに係る権利回

復規定の改定，（３）明細書，特許請求の範囲又は図面の補正／訂正に係る規定の改定，（４）分割出願の時点に関す

る制限の緩和及び分割出願のできる範囲の明確化，（５）特許権の効力が及ばない事項の増設，（６）医薬品又は農薬

品の特許権存続期間延長規定の改定，（７）実施権の許諾に係る規定の明確化，（８）無効審判に係る規定の改定，（９）

特許権侵害に係る規定の改定，（10）部分意匠，コンピューターアイコン，グラフィカルユーザインタフェース

（GUI）及び組物の意匠に係る規定の整備並びに関連意匠制度の創設など，実務上最も注目されている部分を選出し，

立法者の解説を交えて改正の主な内容について説明する。
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事由のいずれにも該当しない

場合，本法により特許を受け

ることができる：

一，出願前に既に刊行物に記

載されたもの。

二，出願前に既に公然実施を

されたもの。

三，出願前に既に公衆に知ら

れたもの。

発明は，前項各号に掲げる

事由のいずれにも該当しない

が，その発明の属する技術の

分野における通常の知識を有

する者が出願前の先行技術に

基づいて容易に完成すること

ができたときは，特許を受け

ることができない。

出願人は次に掲げる事由の

いずれかがあって，かつその

事実が発生した後六ヶ月以内

に出願した場合，当該事実が

第一項各号又は前項にいう特

許を受けることができない事

由に該当するに至らなかつた

ものとする：

一，試験のために公開した場

合。

二，刊行物で発表した場合。

三，政府が主催又は認可した

展覧会で陳列した場合。

四，その本意に反して漏洩し

た場合。

出願人は前項第一号ないし

第三号の事由を主張するとき

は，出願時に当該事実及びそ

の事実が発生した年月日を記

載し，並びに特許主務官庁が

指定した期間内に証明書類を

提出しなければならない。

事由のいずれにも該当しない

場合，本法により特許を受け

ることができる：

一，出願前に既に刊行物に記

載され，または公然に使用

されたもの。

二，出願前に既に公衆に知ら

れたもの。

発明は，次に掲げる事由の

いずれかがあって，前項各号

の事由に該当し，かつその事

実が発生した日から六ヶ月以

内に出願をしたときは，前項

各号の規定に制限されない：

一，研究，実験のためのもの。

二，政府が主催又は認可した

展覧会に陳列されたもの。

三，出願人の本意に反して漏

洩したもの。

出願人は前項第一号，第二

号の事由を主張するときは，

出願時に当該事実及びその事

実が発生した年月日を記載

し，並びに特許主務官庁が指

定した期間内に証明書類を提

出しなければならない。

発明は，第一項に掲げる事

由のいずれにも該当しない

が，その発明の属する技術の

分野における通常の知識を有

する者が出願前の先行技術に

基づいて容易に完成すること

ができたときは，特許を受け

ることができない。

表１で示したように，今回の法改正では，グレース

ピリオドの適用範囲は，本来の新規性の判断に加え，

進歩性の判断を含むように拡大された。立法者の説明

によると，現在世界各国の新規性喪失の例外，不利に

ならない開示，グレースピリオドなどの制度の適用範

囲の多くは，新規性及び進歩性の判断の両方を含むの

で，欧州特許条約（EPC）第 55 条と日本特許法第 30

条の規定を参考として改正条文に取り入れた(3)。すな

わち，改正前の規定により，特許出願にはグレースピ

リオド規定の適用がある場合，審査の際に新規性なし

との拒絶理由通知を受けることはないが，理論上では

進歩性がないとの理由により拒絶される可能性があ

る。今までの台湾特許庁の実務では，グレースピリオ

ド規定の適用がある出願について，常に緩い判断基準

で審査を行うため，進歩性なしとの理由で拒絶される

ケースはそもそも稀であるが，今回の法改正により，

このような不都合が完全に解消されることになる。ま

た，同条第 3項第 2号は今回の法改正で新設され，こ

れにより，実験や商業のための開示に限らず，特許出

願人の自己の意思により刊行物で発明の内容を発表し

た場合にも，グレースピリオドの規定が適用される。

（２） 優先権証明書類の提出期限の延長並びに出願

時に故意によらずに優先権を主張しなかった場

合に対する権利回復規定の改定

表２，台湾特許法第 29 条の新旧対照条文（下線は改正した部分）

改正条文 現行条文

第 29 条

前条の規定により優先権を

主張するときは，特許出願と

同時に次に掲げる事項を申し

出なければならない：

一，最初出願の出願日

二，当該出願を受理した国又

は世界貿易機関の会員国

三，最初出願の出願番号

出願人は，最先の優先権日

の後から 16ヶ月以内に，前項

にいう国又は世界貿易機関の

会員国が受理を証明する出願

書類を提出しなければならな

い。

第一項第一号，第二号又は

前項の規定に違反した場合，

優先権を主張しなかったとみ

なす。

出願人が故意によらずに特

許出願と同時に優先権を主張

しなかった，又は同条第 3項

の規定により優先権を主張し

なかったとみなす場合，最先

の優先権日の後から 16ヶ月

以内に，優先権主張の回復を

申請し，ならびに申請料金を

納付することにより，第一項

及び第二項に規定する手続を

補足することができる。

第 28条

前条の規定により優先権を

主張するときは，特許出願と

同時にその申し出を提出し，

ならびに出願書類において外

国における出願日及びその出

願を受理した国家を明記しな

ければならない。

出願人は，出願日から四ヶ

月以内に，前項にいう国家の

政府が受理を証明する書類を

提出しなければならない。

前二項の規定に違反すると

き，優先権を喪失する。

表２で示したように，今回の法改正では，第 29 条第

1項第 3号で定める優先権証明書類の提出期限は，「出

願日から 4ヶ月以内」から，「最先の優先権日の後(4)か

ら 16ヶ月以内」に延長された。立法者の解説による

と，これは日本特許法第 43条第 2 項や欧州特許条約

施行細則第 52 条などの規定に沿い，国際調和のため

の改正である。改正前の規定を検討すると，第 29 条

が改正される前に国際優先権を主張するとき，最先の

優先権日から 12ヶ月以内に台湾特許庁に対して特許

出願をし，その出願日から 4ヶ月以内に優先権証明書

類を提出しなければならない。これにより，優先権証
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明書類の提出期限は一見，最先の優先権日から 16ヶ月

にもなるが，実務上では，短期間に複数の国に対して

特許出願をするケースが多く，優先権証明書類の申請

や郵送に要する時間を算入すると，出願日から 4ヶ月

の提出期限では，やや不足しているといわざるを得な

い。したがって，今回の第 29 条の改正は，台湾で国際

優先権を主張しようとする出願人にとって，出願に伴

う書類などの作業時間の面で大きな意義を有する。

また，今回の法改正では，第 29 条第 4項が新設さ

れ，出願人が故意によらずに特許出願と同時に優先権

を主張しなかった，または同条第 3項の規定により優

先権を主張しなかったとみなす場合，最先の優先権日

の後から 16ヶ月以内に優先権主張の回復を申請し，な

らびに申請料金を納付することにより，第一項及び第

二項に規定する手続を補足することができる。立法者

の解説によると，これも欧州特許条約第 122 条第 1

項，特許協力条約（PCT）第 12 条の規定を参考し，国

際調和のために改正したものである(5)。他方，「故意

によらず」という要件の認定に関しては，過失による

ものを含め広範に解釈するものとし，例えば，出願人

が病気のため，期限どおりに手続を行うことができな

い場合が一つの例として挙げられた(6)。なお，所定の

手続の補足に関しては，立法者の解説によると，出願

人は先に台湾特許庁に対して優先権の回復を申し出る

とともに，優先権の基礎となる外国出願の出願日，出

願番号及びその出願を受理した国名を提出すれば，後

に優先権証明書類を提出しても，最先の優先権日の後

から 16ヶ月以内に提出されるものである限り認めら

れるという柔軟な対処方針を示した。

（３） 明細書，特許請求の範囲又は図面の補正／訂

正に係る規定の改定

表３，台湾特許法における補正／訂正に関する規定の比較

法改正後 法改正前 関連条文

・誤訳の補正／訂正

は認められる。

・誤訳の補正／訂正

は認められない。

第 43 条第 2 項（補

正の場合）

第 67 条第 1 項第 3

号（訂正の場合）

・出願時に先に外国

語の明細書を提出

し，後に中国語の翻

訳明細書を提出する

場合，補正できる範

囲は，出願時に提出

した外国語明細書の

範囲を超えることが

できない。

・出願時に先に外国

語の明細書を提出

し，後に中国語の翻

訳明細書を提出する

場合，補正できる範

囲は，翻訳明細書の

範囲を超えることが

できない。

第 44 条第 1 〜 3 項

（補正の場合）

第 67 条第 3 項（訂

正の場合）

表３で示したように，出願時に先に外国語の明細書

を提出し，後に中国語の翻訳明細書を提出する場合，

法改正前の規定により，誤訳による補正は一般的に認

められず，補正又は訂正できる範囲も同様に，翻訳明

細書の範囲を超えることができない。これに対する実

務界からの反発が大きく，特に特許権侵害訴訟におい

て，誤訳によるクレーム解釈は常に争点となり，裁判

上の取扱いも定着しておらず，法的に不安定な状況が

続いていた。今回の法改正では，立法者が誤訳の補正

又は訂正の必要性を認め，そして誤訳の有無の認定に

ついて，出願時に提出した外国語明細書を基礎とし，

補正又は訂正できる範囲についても，その外国語明細

書の範囲を超えることができないと明確に示した(7)。

なお，実用新案（第 110 条）及び意匠（第 125 条，

第 139 条及び第 145 条）に係る条文の文言も前掲条文

の改正に沿って修正された。

（４） 分割出願の時点に関する制限の緩和及び分割

出願のできる範囲の明確化

表４，台湾特許法第 34 条の新旧対照条文（下線は改正した部分）

改正条文 現行条文

第 34条

特許出願に係る発明が，実

質上二以上の発明である場

合，特許主務官庁の通知又は

出願人による申請により，分

割出願の請求をすることがで

きる。

分割出願の請求は，次の各

号の期間内に行わなければな

らない：

一，原出願の再審査の査定

前。

二，原出願の特許すべき査定

の査定書が送達した後三十

日以内。ただし，再審査の

査定を受けたときは，分割

出願を請求することができ

ない。

分割後の出願の出願日は，

原出願の出願日とする；優先

権の主張があるときは，優先

権の主張をすることができ

る。

分割後の出願は，原出願の

出願時に提出した明細書，特

許請求の範囲又は図面で開示

した範囲を超えることができ

ない。

第二項第一号の規定により

分割した後の出願は，原出願

で既に完成した手続について

審査を続行しなければならな

第 33条

特許出願に係る発明が，実

質上二以上の発明である場

合，特許主務官庁の通知又は

出願人による申請により，分

割出願の請求をすることがで

きる。

前項にいう分割出願の請求

は，原出願の再審査の査定前

にしなければならない；分割

出願が認められたとき，原出

願の出願日をその出願日とす

る。優先権を有するとき，優

先権を主張することができ，

原出願において既に完成した

手続を継続して審査を行うも

のとする。
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い。

第二項第二号の規定により

分割した後の出願は，原出願

の特許すべき査定がなされる

前の審査手続を続行する；原

出願は，特許すべき査定がな

されたときの特許請求の範囲

及び図面で公告する。

表４で示したように，改正後の第 34条第 2項では，

分割出願を請求できる時点を明確にした。改正前の条

文に照らすと，「原出願の再審査の査定前」と規定して

いるのみで，ここで，特許すべき査定がなされた場合

は，そもそも再審査の請求を行うことができないの

で，解釈上では分割出願の請求が認められる期間に含

まれない。したがって，立法者の解説によると，特許

すべき査定がなされた後から公告される前までの期間

において分割出願の必要がある場合，出願人に分割出

願の請求期間を与え，日本特許法第 44条第 1 項第 2

号の規定を参照し「原出願の特許すべき査定の査定書

が送達した後三十日以内」の期間を設けた(8)。また，

再審査の場合，権利の早期確定という目的で，同条第

2項ただし書きにおいて，再審査の査定後に分割出願

の請求であれば，その査定は特許すべきか又は拒絶す

べきかにかかわらず，すべて認められないと説明し

た。

（５） 特許権の効力が及ばない事項の増設

表５，台湾特許法第 59 条，第 60 条の新旧対照条文（下線は改

正した部分）

改正条文 現行条文

第 59 条

発明特許権の効力は，以下

各号の事由に及ばない：

一，商業の目的でない未公開

の行為。

二，研究又は実験の目的で発

明を実施する必要な行為。

三，出願前に既に国内で実施

し，又はそのために必要な

準備を完成したとき。ただ

し，出願人から当該発明を

知ってから六ヶ月未満で，

かつ出願人がその特許を受

ける権利を留保する声明を

したときは，この限りでな

い。

四，単に国境を通過するに過

ぎない交通機関又はその装

置。

五，特許権者でない者が取得

した特許権は，特許権者に

よる無効審判により無効と

第 57条

発明特許権の効力は，以下

各号の事由に及ばない：

一，研究，教学又は試験のた

めにその発明を実施し，か

つ営利的行為がない場合。

二，出願前に既に国内で使用

され，またはそのために必

要な準備を完成したとき。

ただし，出願前の六ヶ月以

内に，出願人からその製造

方法を知り，かつ出願人が

その特許を受ける権利を留

保する声明をしたときは，

この限りでない。

三，出願前に既に国内に存在

した物品であるとき。

四，単に国境を通過するに過

ぎない交通機関又はその装

置。

五，特許権者でない者が取得

した特許権は，特許権者に

されたとき，その許諾を受

けた者が無効審判が請求さ

れる前に，善意で国内で実

施し，または実施に必要な

準備を完成した場合。

六，特許権者が製造したまた

はその同意を得て製造した

特許物が販売された後に，

当該特許物を利用しまたは

再販売するとき。上述の製

造，販売は，国内に限定さ

れない。

七，特許権が第 70 条第 1 項

第 3号の規定により消滅し

た後から，特許権者が第 70

条第 2項の規定により特許

権の効力を回復し，かつそ

の公告がなされる前に，善

意で実施又は実施に必要な

準備を完成したとき。

前項第 3号，第 5号，及び

第 7号における実施をした者

は，本来の事業の目的の範囲

内に限って，その利用を継続

することができる。

第 1項第 5号の許諾を受け

た者は，当該特許権が無効審

判により無効とされた後にな

お実施をしたとき，特許権者

による書面の通知を受領した

日より，特許権者に合理的な

ロイヤルティーを支払わなけ

ればならない。

よる無効審判により無効と

されたとき，その許諾を受

けた者が無効審判が請求さ

れる前に，善意で国内で使

用し，または実施に必要な

準備を完成した場合。

六，特許権者が製造したまた

はその同意を得て製造した

特許物品が販売された後

に，当該特許物品を利用し

または再販売するとき。上

述の製造，販売は，国内に

限定されない。

前項第 2号及び第 5号にお

ける者は，本来の事業の内に

限って，その使用を継続する

ことができる；第 6号におけ

る販売できる地域は，裁判所

が事実により認定するものと

する。

第 1項第 5号の許諾を受け

た者は，当該特許権が無効審

判により無効とされた後にな

お実施をしたとき，特許権者

による書面の通知を受領した

日より，特許権者に合理的な

ロイヤルティーを支払わなけ

ればならない。

第 60 条

発明特許権の効力は，薬事

法に規定された薬物の検査登

記許可又外国の薬物販売許可

を取得する目的で，研究，試

験及びそれに必要な行為に及

ばない。

なし

改正後の第 59 条は，特許権の効力が及ばない事項

に関する規定であり，そのうち，表５で示したように，

第 3号，第 5号及び第 6号の事項には，用語の調整以

外の修正がない。本来，特許権の効力が及ばない事項

に関する立法論としては，日本特許法第 68条のよう

に，商業的目的での実施にのみ特許権の効力を及ばせ

る(9)立法手法と，イギリス特許法第 60 条第 1 項及び

第 5項，並びにドイツ特許法第 11 条のように，特別に

非商業的目的での実施に特許権の効力を及ばせない立

法手法とが分かれており，立法者の解説によると，改

正後の第 1 号（商業の目的でない未公開の行為）は，

イギリス特許法第 61 条第 5項(a)号，及びドイツ特許

法第 11 条第 1 号の規定を参考して新設されたもので

あり(10)，後者の立場を採用することを明確にした。ま

た，これに関連する規定として，改正後の第 2号の事
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由（研究又は実験の目的で発明を実施する必要な行

為）は，発明の改良や創作を促進するため，第 1号に

おける「非商業的目的」との規定に制限されないもの

とし，一方，「教学」の態様は多様化であり，必ずしも

非営利的又は公益的とはいえないので，今回の法改正

では免責範囲から排除され，教学行為が免責事由に該

当するか否かについては，今後は第 1号（商業的目的

であるか否か）及び第 2号（研究又は実験の目的であ

るか否か）によって判断されるものとする(11)。第 7号

は，特許権が特許料の支払期限の経過により消滅され

る場合における権利回復規定の新設(12)に対応する規

定であり，特許権の効力を回復させる申請をした時点

から権利回復の公告がなされる前に，その特許権の効

力は善意の第三者による実施又は実施に必要な準備に

及ばない，と規定している。

改正後の第 59 条第 2 項は，知的財産権に係る消尽

論の規定であり，本来，知的所有権の貿易関連の側面

に関する協定（TRIPs）第 6 条によると，国際消尽又

は国内消尽の採用に関する決定は，各加盟国の立法に

委ねることになっている。そこで，改正前の第 57条

第 1 項第 6 号において，国際消尽を採用する立場で

あったが，同条第 2項において，「販売できる地域は，

裁判所が事実により認定するものとする」との規定も

あり，消尽論の適用について混乱を生じさせた。今回

の法改正では，「裁判所による認定」との文言が削除さ

れ，明確に国際消尽の立場を採用するようになった。

第 60 条は，後発医薬品（Generic drugs）に関する

規定であり，今回の法改正で新設された。立法者の解

説によると，この規定に適用する対象は，薬事法第 4

条に定められる薬物(13)のこととし，新薬，後発医薬品

にかかわらず，薬事法に規定された薬物の検査登記許

可の取得に係る研究，試験又はその他関連する必要な

行為のすべてについて，同条の規定が適用される。ま

た，その適用の範囲は，薬物の検査登記許可のための

前臨床試験（Pre-clinical trial）と臨床試験（Clinical

trial）を含むほか，これらの試験自体又はそれと直接

に関連する製造，販売の申し出，販売，利用又は輸入

など，特許技術を実施する行為に及ぶ。即ち，薬物の

検査登記許可の取得を目的とする場合，特許権は，そ

の申請の前若しくは後に行った試験又はそれと直接に

関連する特許技術を実施する行為に及ばないが，薬物

の検査登記許可を目的としない場合，例えば病院が行

う薬物試験は，免責の範囲でない(14)。なお，立法者の

解説によると，ドイツ特許法第 11 条第 2項(b)号の規

定を参考したうえ，外国の薬物販売許可を取得するた

めに研究，試験により特許技術を実施する必要のある

行為も免責規定の適用対象であるという明確な規定も

導入された(15)。

（６） 医薬品又は農薬品の特許権存続期間延長規定

の改定

表６，台湾特許法第 53 条，第 54 条及び第 56 条の新旧対照条

文（下線は改正した部分）

改正条文 現行条文

第 53条

医薬品，農薬品又はその製

造方法の発明特許権の実施

は，その他法律の規定により

許可証を取得しなければなら

ない場合，当該特許が公告さ

れた後に許可証を取得したと

き，特許権者は，第一回の許

可証をもって特許権期間の延

長を申請することができ，そ

の申請は一回に限り，且つ当

該許可証による特許期間延長

の申請は，1回に限る。

前項の延長許可の期間は，

中央目的事業所管官庁から許

可証を取得するために発明を

実施をできない期間を超えて

はならない；許可証の取得期

間は 5 年間を超えた場合で

も，その延長期間は 5年間に

限る。

第 1項にいう医薬品は，動

物用の薬品に及ばない。

第 1 項の申請をするとき

は，申請書を備え，証明書類

を添付し，第 1回の許可証を

取得した後 3ヶ月以内に，特

許主務官庁に対して提出しな

ければならない。ただし，特

許期間が満了する前 6ヶ月以

内に，これをすることができ

ない。

所管官庁は，延長期間の査

定につき，国民健康への影響

を考慮し，かつ中央目的事業

所管官庁とともに査定の方針

を制定しなければならない。

第 52 条

医薬品，農薬品又はその製

造方法の発明特許権の実施

は，その他法律の規定により

許可証を取得しなければなら

ない，かつ特許公告後に 2年

以上を要した場合，特許権者

は，2 年ないし 5 年の特許権

期間の延長を一回に限り申請

することができる。ただし，

その延長許可の期間は，中央

目的事業所管官庁に対し許可

証を取得するために要する期

間を超えてはならない；許可

証の取得期間は 5年間を超え

た場合でも，その延長期間は

5年間に限る。

前項の申請をするときは，

申請書を備え，証明書類を添

付し，第 1回の許可証を取得

した後 3ヶ月以内に，特許主

務官庁に対して提出しなけれ

ばならない。ただし，特許期

間が満了する前 6ヶ月以内

に，これをすることができな

い。

所管官庁は，前項の申請お

いて，延長期間の査定につ

き，国民健康への影響を考慮

し，かつ中央目的事業所管官

庁とともに査定の方針を制定

しなければならない。

第 54条

前条の規定により特許権期

間の延長を申請するとき，特

許主務官庁が原特許権の期間

が満了するときにまだ査定を

していない場合，その特許権

の期間は延長されたものとみ

なす。ただし，不延長との査

定がされたときは，原特許権

期間が満了する日で終了す

なし
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る。

第 56 条

特許主務官庁の査定により

延長された発明特許権の期間

は，許可証に記載される有効

成分及びその用途で限定した

範囲にのみ及ぶ。

なし

表６で示したように，改正後の第 53条第 1項には，

「当該許可証による特許期間延長の申請は，1 回に限

る」との文言が追加された。立法者による解説におい

て，「例えば，一つの発明特許権には，殺菌剤と殺虫剤

に関する 2つの請求項が包含される場合，仮に先に殺

菌剤の許可証を以って特許権期間の延長を申請し，か

つその申請が許可された場合，後に殺虫剤の許可証を

以って再び同一特許権の延長を申請することができな

い。」と明言した。また，特許権者が許可証を取得した

後，仮にその許可証の対象が複数の特許権の内容に該

当する場合，1つの特許権の期間延長の申請しか選択

できない。なお，特許権者が逸失した特許権の利益を

充分に保護するために，今回の法改正において，最短

2 年の許可証の取得期間という制限が削除された(16)。

立法者の解説によると，第 54条は，特許権期間の延

長が許可される前に，特許権の期間が既に満了した場

合の取扱いとして新設されたものである。権利不安定

の状態を回避するために，この規定により，原特許権

の期間が満了するときにまだ査定をしていない場合，

その特許権の期間は延長されたものとみなす(17)。さ

らに同条ただし書きにおいて，不延長との査定がされ

たとき，この擬制の法的効果を遡及的に発生しなかっ

たものとし，また，この規定に関連する実務上の取扱

いとして，特許権期間延長の申請に伴う公告制度が挙

げられ，特許権期間の延長が許可される前に，特許権

者による同意を得ないで特許発明を実施する者は，期

間延長が許可された後に，期間満了に伴う特許権の消

滅を善意に信頼した，という理由で特許権侵害の責任

を免れることができない。一方，特許権の不延長との

査定がされたとき，特許権者が特許権の延長とみなす

期間における特許発明の実施を第三者に許諾した場

合，許諾の対象となる特許権が期間不延長の査定によ

り期間満了日に遡って消滅したものとなり，契約で別

途定めがあった場合を除き，特許権者は，ロイヤル

ティーを不当利得として返還する責任を負うものとす

る(18)。

第 56 条において，特許権期間の延長範囲は，許可証

に記載される有効成分及びその用途で限定した範囲に

のみ及ぶと規定した。立法者の解説によると，物の発

明の場合，特許権期間の延長は許可証に記載された有

効成分に対応する特定の物及びその用途にのみ及ぶも

のとし，用途発明または方法の発明の場合，それぞれ

特許権期間の延長は許可証に記載された有効成分と対

応する用途または方法にのみ及ぶものとする(19)。こ

れにより，1 つの特許権に 2 つの用途，例えば殺菌剤

と殺虫剤の用途が包含される場合，前掲第 53条の規

定に照らすと，1つの用途を選択し特許権期間の延長

を申請しなければならず，かつ特許権期間が延長され

た範囲は，その選択された用途にのみ及ぶことを鑑み

ると，その用途の両方とも特許権期間の延長で保護さ

せるために，特許出願をしたとき，それぞれの用途に

対し分割出願をすることが一つの対応方法として考え

られる。

（７） 実施権の許諾に関する規定の明確化

表７，台湾特許法第 62 条の新旧対照条文（下線は改正した部分）

改正条文 現行条文

第 62 条

発明特許権者は，その発明

特許権の譲渡，信託，他人へ

の実施許諾，または質権の設

定をするとき，特許主務官庁

に対し登記をしなければ，第

三者に対抗することができな

い。

前項にいう許諾とは，専用

許諾(20)又は非専用許諾のこ

とをいう。

専用被許諾権者は，許諾の

範囲内に発明特許権者及び第

三者による当該発明の実施を

排除する。

発明特許権者は，複数の債

権の担保として，同一の特許

権につき複数の質権を設定し

たとき，その順位は，登記の

前後による。

第 59 条

発明特許権者は，その発明

特許権の譲渡，信託，他人へ

の実施許諾，または質権の設

定をするとき，特許主務官庁

に対し登記をしなければ，第

三者に対抗することができな

い。

今回の法改正がされるまで，特許権の実施，譲渡，

信託，他人への実施許諾，または質権の設定について，

単に登記との対抗要件を定めており，専用実施権者の

権利について明確に規定しておらず，実務上では深刻

な問題となった。したがって，今回の法改正におい

て，「専用許諾（日本特許法上の「専用実施権」に該

当）」と「非専用許諾（日本特許法上の「通常実施権」

に該当）」とに区別し，かつ専用実施権者の権利とし

て，同条第 3項における特許権者又は第三者による発
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明の実施を排除する権利，及び第 96 条第 4項におけ

る訴訟上の権利を明確に規定した。なお，第 62 条第 4

項において，質権の設定に関して，複数の質権の設定

の認容及びその順位の決定基準を明確に規定した。

（８） 無効審判に関する規定の改定

表８，台湾特許法第 71 条，第 73-75 条，及び第 78-82 条の新

旧対照条文（下線は改正した部分）

改正条文 現行条文

第 71 条

発明特許権は，次に掲げる

事由のいずれかがある場合，

何人も特許主務官庁に対し無

効審判を請求することができ

る：

一，第 21 条ないし第 24 条，

第 26 条，第 31 条，第 32 条

第 1項，第 3項，第 34条第

4項，第 43条第 2項，第 44

条第 2項，第 3項，第 67条

第 2項ないし第 4項又は第

108条第 3項の規定に違反

するとき。

二，特許権者が属する国家

は，中華民国の国民による

特許出願を受理しないと

き。

三，第 12 条第 1 項の規定に

違反するとき，又は発明特

許権者が発明特許出願権者

でないとき。

前項第 3号の事由に基づき

無効審判を請求するとき，利

害関係人によってのみ請求す

ることができる。

発明特許権に対して無効審

判を請求できる事由は，当該

発明特許権の査定時の規定に

よる。ただし，第 34 条第 4

項，第 43条第 2項，第 67条

第 2項，第 4項又は第 108条

第 3項の規定により無効審判

を請求するときは，無効審判

請求時の規定による。

第 52 条

次に掲げる事由のいずれか

がある場合，特許主務官庁

は，無効審判の請求又は職権

により発明特許権を取り消

し，かつ期間を定めて特許証

書を回収しなければならな

い。回収できない場合，その

取消しを公告しなければなら

ない：

一，第 12 条第 1項，第 21 項

ないし第 24 条，第 26 条，

第 31 条又は第 49 条第 4項

の規定に違反するとき。

二，特許権者が属する国家

は，中華民国の国民による

特許出願を受理しないと

き。

三，発明特許権者が発明特許

出願権者でないとき。

第 12 条第 1 項の違反又は

前項第 3号の事由に基づき無

効審判を請求するとき，利害

関係人によってのみ請求する

ことができる；その他の事由

の場合，何人も特許主務官庁

に対し証拠を添付し無効審判

を請求することができる。

無効審判請求人は理由及び

証拠を補充する場合，無効審

判を請求した日から 1ヶ月以

内にしなければならない。た

だし，無効審判の査定前に提

出したときは，参酌すべきで

ある。

無効審判は審査を経て不成

立になったとき，何人も同一

の事実及び同一の証拠に以っ

て再度無効審判を請求するこ

とができない。

第 73条

無効審判を請求するとき，

無効審判の声明，理由を明記

した申請書を備え，ならびに

証拠を添付しなければならな

い。

特許権には 2以上の請求項

を有するとき，請求項の一部

に対し無効審判を請求するこ

とができる。

第 67条第 3項

無効審判請求人は理由及び

証拠を補充する場合，無効審

判を請求した日から 1ヶ月以

内にしなければならない。た

だし，無効審判の査定前に提

出したときは，参酌すべきで

ある。

無効審判の声明は，請求後

に変更又は追加することがで

きない。ただし，減縮をする

ことができる。

無効審判請求人は理由又は

証拠を補充する場合，無効審

判を請求した後 1ヶ月以内に

しなければならない。ただ

し，無効審判の査定前に提出

したときは，参酌すべきであ

る。

第 74条

特許主務官庁が前条の申請

書を受領した後，その副本を

特許権者に送達しなければな

らない。

特許権者は副本が送達した

1ヶ月以内に答弁をしなけれ

ばならない；先に理由を説明

することにより延期が認めら

れた場合を除き，期間満了時

にまだ答弁していないとき

は，直ちに審査に付する。

無効審判請求人が補充した

理由又は証拠により，審査が

遅延されるおそれがあると

き，またはその事実と証拠が

既に明らかとなったとき，特

許主務官庁は，直ちに審査に

付することができる。

第 69 条

特許主務官庁が無効審判請

求書を受領した後，無効審判

請求書の副本を特許権者に送

達しなければならない。

特許権者は副本が送達した

1ヶ月以内に答弁をしなけれ

ばならない。先に理由を説明

することにより延期が認めら

れた場合を除き，期間満了時

に答弁をしないときは，直ち

に審査に付する。

第 75 条

特許主務官庁は，無効審判

の審査をするときに，無効審

判申し出の範囲内において，

職権で無効審判請求人が提出

していない理由及び証拠を参

酌することができ，並びに答

弁期限を指定し特許権者に通

知しなければならない；期限

過ぎても答弁していないとき

は，直ちに審査に付する。

なし

第 78条

同一の特許権につき，複数

の無効審判請求がされた場

合，特許主務官庁が必要と認

めるとき，併合し審査するこ

とができる。

前項の規定により併合審査

がされた無効審判に対して

は，併合査定をすることがで

きる。

なし

第 79 条

特許主務官庁が無効審判の

審査をするとき，特許審査人

員を指定し審査を行い，なら

びに査定書を作成し，特許権

者と無効審判請求人に送達し

なければならない。

無効審判の査定は，各請求

項ごとにしなければならな

い。

第 70 条

特許主務官庁が無効審判の

審査をするとき，原出願の審

査をしなかった特許審査人員

を指定し審査を行い，ならび

に査定書を作成し，特許権者

と無効審判請求人に送達しな

ければならない。

第 80 条 なし
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無効審判請求人は，査定前

に無効審判の請求を取り下げ

ることができる。ただし，特

許権者が既に答弁を提出した

ときは，特許権者の同意を得

なければならない。

特許主務官庁は，特許権者

に無効審判の取下げの事実を

通知しなければならない；特

許権者が当該通知が送達した

後 10 日以内に，反対の意思

表示をしない場合，その取下

げに同意することとみなす。

第 81 条

次に掲げる事由のいずれか

がある場合，何人も同一の特

許権に対し，同一の事実につ

き，同一の証拠に基づいて再

度無効審判を請求することが

できない：

一，他の無効審判請求におい

て，同一の事実につき，同

一の証拠に基づいて無効審

判を請求し，審査を経て不

成立となったとき。

二，知的財産案件審理法第 33

条の規定に基づき，知的裁

判所に提出した新証拠が，

審理を経て理由がないと認

められたとき。

第 67条第 4項

無効審判は審査を経て不成

立になったとき，何人も同一

の事実及び同一の証拠を以っ

て，再度無効審判を請求する

ことができない。

第 82 条

発明特許権が無効審判の審

査を経て成立したとき，その

特許権を取り消さなければな

らない；当該取消しは，各請

求項ごとにすることができ

る。

発明特許権は取り消された

後，次に掲げる事由のいずれ

かがある場合，その取消しが

確定したものとする：

一，法令に基づいて行政救済

を提起しないとき。

二，行政救済を提起し，却下

の決定が確定したとき。

発明特許権の取消しが確定

したとき，特許権の効力は，

初めから存在しなかったもの

とみなす。

第 73条

発明特許権は取り消された

後，次に掲げる状況のいずれ

かがある場合，その取消しが

確定したものとする：

一，法令に基づいて行政救済

を提起しないとき。

二，行政救済を経て却下の決

定が確定したとき。

発明特許権の取消しが確定

したとき，特許権の効力は，

初めから存在しなかったもの

とみなす。

今回の法改正では，裁判実務及び諸外国の影響を受

け，無効審判制度が大幅に改正された。第 71 条第 1

項において，職権による無効審判の開始が削除され，

立法者の解説によると，これは国際の立法例を参照

し，当事者間の利益に係る無効審判の請求は原則的に

当事者に委ね，当事者らの主張等には不足点等がある

場合，職権主義に基づく規定で対処する立法手法であ

る(21)。また，同条第 3項において，裁判実務で争点と

なった無効審判の審理基準については，原則的に特許

査定時の基準にしたがい，分割出願，出願の変更もし

くは請求項の訂正により，本来開示した範囲を超えた

場合，並びに請求項の訂正により公告時の特許請求の

範囲を実質的に拡大や変更した場合は，無効審判請求

時の基準にしたがうと明確に規定した。

今回の法改正において，無効審判手続の開始及び進

行（第 73条第 1項）並びに終了（第 80 条）は原則的

に当事者主義によることを明確化するため，いくつの

条文が新設された。第 73条第 2 項において，無効審

判請求人は，請求項ごとに対し無効審判を請求できる

と規定し，台湾特許庁による無効審判の査定(22)及び無

効審判の成立に伴う特許権の取消しも請求項ごとにし

なければならない（第 79 条第 2項，第 82 条第 1項を

参照）。また，無効審判の範囲と攻撃防御の焦点を確

定し，審査の進行を促すために，第 73条第 3項によ

り，無効審判請求人はいったん無効審判の声明(23)をし

た後，その変更又は追加をすることが認められないも

のとし，ただし，減縮することはこの限りでない。

さらに，第 74条及び第 75 条において，無効審判の

進行と審理には職権主義の補足的適用を明確にしたの

みならず，台湾特許庁が必要と認めるとき，無効審判

請求の併合審理も職権によるとした第 78条の規定も

新設された。

なお，無効審判における一事不再理の規定につい

て，第 81 条第 1項における「同一の証拠，同一の事実

に基づく無効審判の請求」のほか，無効審判の査定を

不服し，知的財産裁判所に対し査定取消訴訟を提起し

た場合，その訴訟の過程において提出した新証拠が審

理を経て理由がないと認められたとき，同条第 2項に

より，当該新証拠に基づく無効審判の請求にも一事不

再理規定の適用がある。

（９） 特許権侵害に関する規定の改定

表９，台湾特許法第 96- 条，第 97 条及び第 98 条の新旧対照条

文（下線は改正した部分）

改正条文 現行条文

第 96 条

発明特許権者は，その特許

権を侵害した者に対し，侵害

の排除を請求することができ

る。侵害のおそれがあるとき

は，その防止を請求すること

ができる。

発明特許権者は，故意又は

過失によりその特許権を侵害

した者に対し，損害賠償を請

第 84条

発明特許権が侵害されたと

き，特許権者は，損害賠償を

請求することができ，ならび

にその侵害の排除を請求する

ことができる。侵害のおそれ

があるときは，その防止を請

求することができる。

専用被許諾権者も，前項の

請求をすることができる。た
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求することができる。

発明特許権者は第 1項の請

求をするに際し，特許権に係

る物又は侵害行為に供した原

料若しくは器具の廃棄又はそ

の他必要な処置を請求するこ

とができる。

専用被許諾権者は，許諾を

受けた範囲内に，前 3項の請

求をすることができる。ただ

し，契約で別途定めがある場

合は，その定めに従う。

発明者の姓名表示権が侵害

を受けたとき，発明者姓名の

表示又はその他名誉の回復に

必要な処分を請求することが

できる。

第 2項及び前項に定められ

た請求権は，請求権者が損害

及び賠償義務者を知ったとき

から 2年間行使しないことに

より消滅する；行為時から 10

年を経過したときは，同じと

する。

だし，契約で別途定めがある

場合は，その定めに従う。

発明特許権者又は専用被許

諾権者は前 2項の規定により

請求をするに際し，特許権に

係る物又は侵害行為に供した

原料若しくは器具の廃棄又は

その他必要な処置を請求する

ことができる。

発明者の姓名表示権が侵害

を受けたとき，発明者姓名の

表示又はその他名誉の回復に

必要な処分を請求することが

できる。

本条に定められた請求権

は，請求権者が損害及び賠償

義務者を知ったときから 2年

間行使しないことにより消滅

する；行為時から 10 年を経

過したときは，同じとする。

第 97条

前条により損害賠償を請求

するとき，次の各号のいずれ

かを選択しその損害を計算す

ることができる：

一，民法第 216 条の規定によ

る。ただし，証拠方法を提

供しその損害を証明できな

いとき，発明特許権者は，

当該特許権を実施すること

で通常得られる利益より，

侵害を受けた後に同一の特

許権を実施することで得た

利益を差し引いた差額を，

その受けた損害の額とする

ことができる。

二，侵害行為者が侵害行為に

より得た利益による。

三，当該発明特許の実施を許

諾するときに得られるロイ

ヤルティーに相当する金額

をその受けた損害の額とす

る。

第 85 条

前条により損害賠償を請求

するとき，次の各号のいずれ

かを選択しその損害を計算す

ることができる：

一，民法第 216 条の規定によ

る。ただし，証拠方法を提

供しその損害を証明できな

いとき，発明特許権者は，

その特許権を実施すること

で通常得られる利益より，

侵害を受けた後に同一の特

許権を実施することで得た

利益を差し引いた差額を，

受けた損害の額とすること

ができる。

二，侵害行為者が侵害行為に

より得た利益による。侵害

行為者はそのコスト又は必

要な費用の立証をできない

場合，当該物品を販売する

ことにより得た全収入をそ

の所得利益とする。

前項規定のほか，発明特許

権者の業務上の信用が侵害行

為に毀損された場合，別途相

当の金額の賠償を請求するこ

とができる。

前 2項の規定により，侵害

行為は故意による場合，裁判

所は侵害の状況を斟酌し，損

害額以上の賠償額を定めるこ

とができる。ただし，損害額

の 3倍を超えることができな

い。

第 98条

特許権に係る物において，

特許証書の号数を標示しなけ

ればならない；特許権に係る

第 79 条

発明特許権者は，特許に係る

物品又はその包装において特

許証書の号数を標示しなけれ

物で標示できないときは，ラ

ベル，パッケージ又はその他

の他人の認識を引き起こせる

方式で標示することができ

る；標示を付加しない場合

は，損害賠償を請求するとき

に，侵害行為者が特許権に係

る物であることを知り，また

は知ることができたことにつ

いて立証しなければならな

い。

ばならない，並びに被許諾権

者又は特許実施権者にもその

標示を要求することができ

る；標示を付加しない場合

は，損害賠償を請求すること

ができない。ただし，侵害行

為者が特許物品であることを

知り，又はそれを知り得る証

明するに足りる事実があると

きはこの限りでない。

第 96 条，第 97条及び第 98条は特許権侵害に関す

る規定であり，立法者の解説によると，特許権侵害の

民事救済としては，「損害賠償」と「侵害の除去又は防

止」とに分かれ，民法の規定により，損害賠償の請求

には「行為者の故意又は過失により」との不法行為の

主観的要件が要求される一方，侵害の除去又は防止の

請求は，性質上ではそれぞれ物上請求権のうちの妨害

排除請求権と妨害予防請求権に類似することから，客

観的に侵害の事実又は侵害のおそれがあれば足り

る(24)。したがって，改正後の第 96 条第 1 項と第 2 項

は，それぞれ「侵害の除去又は防止」と「損害賠償」

に係る規定に分かれ，さらに損害賠償の請求につい

て，「行為者の故意又は過失」との要件を明確にした。

同条第 3項は専用実施権者の権利についての規定であ

り，前述したように，専用実施権者は専用実施の許諾

範囲内において，特許権者と同様に侵害の除去若しく

は防止，又は／及び損害賠償の請求をすることができ

る。なお，立法者の解説において，この規定は特許権

者のこれらの請求権を排除するものでないと述べ

た(25)が，手続上では特許権者と専用実施権者とが共同

に訴訟をしなければならないのか，また，共同訴訟が

必須でない場合，如何に二重請求の不都合を回避する

のかについて詳細に言及しておらず，この点につい

て，今後の施行細則の改訂や裁判実務に注目しなけれ

ばならない。

第 97条は損害賠償の計算に係る条文であり，改正

前の第 84条第 2 項において「当該物品を販売するこ

とにより得た全収入」を「侵害行為により得た利益」

とする規定があったが，今回の法改正では第 2項後段

が削除され，立法者の解説によると，その理由は侵害

行為者が得た利益の全てが特許権による市場の独占に

由来するものに限らず，第三者との競争などの要素も

考えられ，「侵害物の販売による全収入」は特許権者が

受けた損害を上回るおそれがあるのである(26)。また，

同解説において，従来，ロイヤルティーの損失を逸失
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利益として認められるための立証が困難なため，第 3

項は，新たに「ロイヤルティーに相当する金額」を損

害賠償推定額の一種とし，権利者側の立証責任を軽減

することを目的とするものである(27)。また，今回の法

改正では，英米法における懲罰的損害賠償に係る現行

第 85 条第 3項は，「損害の埋め合わせをする」という

台湾民法における損害賠償の体系に合わないため削除

された(28)。

なお，特許権に係る物の標示に関する改正前の第 79

条における「標示を付加しない場合は，損害賠償を請

求することができない」との文言を損害賠償の前提要

件又は特別要件とするか否かの論争があり，立法者の

解説において，特許権に係る物の標示を損害賠償請求

の要件でないと明示したとともに，今回の法改正では

上記の文言を削除した(29)。また，物理的に標示を付加

できない状況を考慮し，同条後段において「侵害行為

者が特許権に係る物であることを知り，または知るこ

とができた」との立証責任を権利者に負わせるものと

した(30)。

（10） 部分意匠，コンピューターアイコン，グラ

フィカルユーザインタフェース（GUI）及び組

物の意匠に関する規定の整備並びに関連意匠制

度の創設

表 10，台湾特許法第 121 条，第 127 条及び第 129 条の新旧対

照条文（下線は改正した部分）

改正条文 現行条文

第 121 条

意匠とは，物品の全部又は

部分の形状，模様若しくは色

彩又はこれらの結合であつ

て，視覚を通じて訴求する創

作をいう。

物品に応用するコンピュー

ター画像及びグラフィカル

ユーザインタフェースは，本

法により意匠出願をすること

ができる。

第 109 条

新式様とは，物品の形状，

模様若しくは色彩又はこれら

の結合であつて，視覚を通じ

て訴求する創作をいう。

聯合新式様(31)とは，同一

人が原新式様に基づいた創作

であって，且つ近似に該当す

るものという。

第 127条

同一人には二以上の類似す

る意匠がある場合，意匠及び

その関連意匠の出願をするこ

とができる。

関連意匠の出願日は，原意

匠の出願日より先であっては

ならない。

関連意匠の出願は，原意匠

の公告後にすることができな

い。

同一人は，単に関連意匠に

なし

類似し，原意匠に類似しない

意匠に基づいて関連意匠の出

願をすることができない。

第 129 条

意匠の出願は，意匠ごとに

出願をしなければならない。

二以上の物品であって，同

一の類別に属し，かつ慣習上

では組物として販売又は使用

されるときは，一意匠として

出願をすることができる。

意匠の出願をするとき，そ

の意匠が施される物品を指定

しなければならない。

第 119 条

新式様の出願は，新式様ご

とに出願をしなければならな

い。

新式様の出願をするとき，

その新式様が施される物品を

指定しなければならない。

意匠制度は今回の法改正の重点の一つとして扱わ

れ，かつての「新式様」との用語から「意匠」(32)に改

め，さらに第 121 条第 2項において，「物品に応用する

コンピューター画像及びグラフィカルユーザインタ

フェース」を意匠制度の保護対象として新たに追加し

た。また，立法者の解説によると，従来，ある意匠の

一部分を模倣し，意匠全体としての模倣を回避すれば

意匠権の効力は及ばないという問題があり，意匠の保

護をさらに強化することを鑑み，今回の法改正では日

本意匠法第 2条等の国際立法例を参考し，部分意匠制

度を導入した(33)（第 121 条第 1項，第 127条を参照）。

なお，かつての日本の「類似意匠」に相当する「聯合

新式様」の制度は，単に原意匠登録の範囲を確認する

ものにすぎず，保護の実効性がないため(34)，今回の法

改正では廃止された。

第 129 条において，組物意匠に関する規定が新設さ

れ，立法者の解説によると，同条第 2項にいう「同一

の類別」とは，国際工業意匠分類（ロカルノ分類）に

おける同一の類別のことをいう(35)。また，同解説にお

いて，組物意匠の権利行使について，その組物意匠の

全体を一体として権利を行使することしかできず，組

物のうちの一つ又は複数の物品を以って単独で権利を

行使すること，または組物の意匠を分割し権利を行使

することができない(36)と明確に説明している。

３．おわりに

2011 年の台湾専利法改正は，全 159 か条のうち 108

か条の修正，36 か条の新設，および 15 か条の削除に

及ぶ大幅な改正のため，今後の特許実務に多大な影響

を与えると思われる。本稿では，実務上最も注目され

ている部分を選出し，立法者の解説を交えて説明した

が，既述のように，条文の改正のみならず，今回の法

改正に伴う特許法施行細則や審査基準等の整備も行わ
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れている。そのため，今回の法改正法が施行されるま

でに，台湾特許庁による関連規定の改訂案等を持続的

に注目し，さらに検討する必要がある。

注

(1)日本の国会に相当する国家の最高立法機関である。

(2)日本の内閣に相当する国家の最高行政機関である。

(3)台湾行政院経済部智慧財産局「専利法改正総説明」第 17

頁，http://www.tipo.gov.tw/ch/MultiMedia_FileDownload.

ashx?guid=418c564c-7ab2-41f7-a629-bea95d5fef95 よりダ

ウンロードすることができる，最終アクセス日：2011 年 12

月 16 日。

(4)改正条文第 29 条における「…の後」という文言について

は，立法者の解説によると，これは初日不算入の原則を強調

するために採用したものであり，日本の条文における「…の

翌日から」に相当する。

(5)台湾行政院経済部智慧財産局・前掲注(3)32頁。

(6)台湾行政院経済部智慧財産局・前掲注(3)33頁。

(7)台湾行政院経済部智慧財産局・前掲注(3)46-51頁。

(8)台湾行政院経済部智慧財産局・前掲注(3)39-40頁。

(9)日本特許法第 68条の文言「業として発明を実施する権利を

専有する」を参照。

(10)台湾行政院経済部智慧財産局・前掲注(3)第 67頁。

(11)台湾行政院経済部智慧財産局・前掲注(3)第 68-69頁。

(12)改正後の第 70 条第 2 項は，特許権者が故意によらずに，

特許料の納付補正期限を経過した後，その期限が満了した一

年内に特許権の回復を申請できるとの規定である。

(13)台湾薬事法第 4条：「本法にいう薬物は，薬品と医療器材

のことをいう」。

(14)台湾行政院経済部智慧財産局・前掲注(3)第 73-75頁。

(15)台湾行政院経済部智慧財産局・前掲注(3)第 75頁。

(16)台湾行政院経済部智慧財産局・前掲注(3)第 59頁。

(17)台湾行政院経済部智慧財産局・前掲注(3)第 59-60頁。

(18)台湾行政院経済部智慧財産局・前掲注(3)第 62-63頁。

(19)台湾行政院経済部智慧財産局・前掲注(3)第 63-64頁。

(20)本来の文言は「専属許諾」であるが，混乱を避けるため，

日本特許法における「専用」で表現した。

(21)台湾行政院経済部智慧財産局・前掲注(3)第 87頁。

(22)台湾の無効審判制度は，日本と異なり，1人の審査官が両

方の当事者による無効理由とそれに対する答弁書を斟酌し，

いわゆる査定系の方式で行われるものである。したがって，

台湾特許庁がなされる無効審判の結果を示す用語は，日本特

許法のような「審決」でなく，特許出願と同じく「査定」を

用いている。

(23)これは，日本の「無効審判の趣旨」に類似するものである。

(24)台湾行政院経済部智慧財産局・前掲注(3)第 115頁。

(25)台湾行政院経済部智慧財産局・前掲注(3)第 116-117頁。

(26)台湾行政院経済部智慧財産局・前掲注(3)第 117-118頁。

(27)台湾行政院経済部智慧財産局・前掲注(3)第 118-119頁。

(28)台湾行政院経済部智慧財産局・前掲注(3)第 120頁。

(29)台湾行政院経済部智慧財産局・前掲注(3)第 120頁。

(30)台湾行政院経済部智慧財産局・前掲注(3)第 121頁。

(31)これは，かつての日本意匠法における「類似意匠」に相当

する制度である。

(32)条文の文言は「設計専利」であるが，混乱を避けるため，

日本意匠法における「意匠」を用いた。

(33)台湾行政院経済部智慧財産局・前掲注(3)第 139-140頁。

(34)台湾行政院経済部智慧財産局・前掲注(3)第 140頁。

(35)台湾行政院経済部智慧財産局・前掲注(3)第 148頁。

(36)台湾行政院経済部智慧財産局・前掲注(3)第 148-149頁。

(原稿受領 2012. 2. 6)
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